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 調達要求番号：５２Ｅ３１Ａ４０００２                                                                  

陸  上  自  衛  隊  仕  様  書 

物 品 番 号       仕 様 書 番 号 

緊急脱出用呼吸装置定期検査(５年点検) 

戦上大－Ｚ０００００２Ａ 

作    成 令和７年４月８日 

作成部隊等名 
戦 闘 上 陸 大 隊      

第４係 松村１曹 

1  総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，水陸機動団において使用する緊急呼吸装置（８５Ｌ）の高圧ガス保安法等に規定さ

れる法令点検について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書に用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＢによる。 

1.2.1 

高圧ガス保安法等 

 経済産業省が定める高圧ガスの保安に関する法律等であり，高圧ガス保安法，容器保安規則等をい

う。 

1.2.2 

再検査 

 容器保安規則で定める，「アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器」の規定に基づく再検査をい

う。 

1.3 整備品目・数量 

 緊急呼吸装置（８５Ｌ）・５９ＥＡ 

1.4 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＢ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

 

2  整備に関する要求 

2.1 容器再検査 

 高圧ガス保安法等に規定する基準を満たすものとする。 

2.2 作業要領 

 作業手順は，次によるものとする。 

a) 輸送 

b) 外注先受入検査 

c) 整備 

d) 完成検査 

e) 包装 

f) 輸送 
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2.2.1  

外注先受入検査 

a) 数量、シリアル番号確認 

b) 欠品有無確認 

c) 容器外見検査 

d) 減圧器、中間バルブ外観検査 

e) ＯＮ／ＯＦＦバルブ可動検査 

 

2.2.2  

整 備 

a) 容器、減圧器等分離 

b) 高圧ガス保安法第四十九条による容器再検査 

c) 高圧ガス保安法第四十九条の四による附属品再検査 

d) 減圧器分解、部品清掃、部品検査 

e) 定期交換部品の交換。定期交換部品は次のとおりとする。 

連番 品名 部品番号 数量 備考 

1 オーバーホール用サービスキット VS96904020 (EBS本数 x1)  

f) 容器、減圧器等組立 

g) 一体物漏洩試験 

h) 空気漏れ等が生じる場合，必要に応じ減圧器の分解，清掃等を実施し，定期交換部品以外の部品

交換が必要と判断された場合には官側に事前に通知し対応を協議するものとする。 

 

2.2.3  

完成検査 

a) 圧縮空気の充填（最大充填量：２０．６ＭＰａ(３５℃換算)） 

b) パージ機能検査 

c) 残圧指示器機能確認 

完成検査には一体物としての漏洩検査を含み，正常に機能することを確認するものとする。 

2.3 不具合 

この仕様書に定める範囲を超える修理及び部品交換が必要な不具合等については不具合箇所対策 

表を作成し，監督官に提出するものとする。 

 

3  品質保証 

 品質保証は，契約担当官等の検査実施要領による。 

 

4  出荷条件  

4.1 包装 

 包装は，商慣習による。 

4.2 輸送 

 搬入及び搬出は，契約の相手方が行うものとする。 
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5  提出書類 

 契約の相手方は，検査成績書（様式随意）を２部契約担当官等に提出するものとする。 

5.1 仕様書に関する疑義 

 この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等を通じて調達要求元と協議するもの

とする。 

 


